
出水市公告第２６号 

 公募型プロポーザルを行うので、次のとおり公告する。 

令和６年４月１７日 

 

                      出水市長 椎 木 伸 一 

  

業務発注部署 出水市建設部西回り道・防災道の駅推進課 

業務名 （仮称）道の駅「出水」官民連携アドバイザリー業務 

業務概要 

１ 業務目的 

  道の駅事業を担う民間事業者の募集、選定、契約締結に必要な諸資

料作成、支援、助言等を行うことにより、本事業の円滑な事業実施に

寄与することを目的とする。 

２ 業務仕様 

別紙「仕様書」のとおり 

３ 履行期間 

契約日から令和８年１月３０日（金）まで 

参加資格 

 本プロポーザルに参加できる者は、次の各号に掲げる要件を全て満た

すものとする。 

１ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。 

２ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第２号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる行動を

行う者でないこと。 

３ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事

実があるなど、経営状況が著しく不健全でないこと。 

４ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１

１年法律第２２５号）に基づく更生手続又は再生手続の開始申立てが

なされていない者であること。 

５ 国税（法人税並びに消費税及び地方消費税）、都道府県税及び市町村

（区）税に未納がないこと。 

６ 出水市物品調達等有資格業者の指名停止に関する要綱（平成２０年

出水市告示第７０号）に基づく指名停止期間中でないこと。 

７ 仕様書に基づき、業務の履行が可能であること。 

８ 個人情報保護に関する法令等を遵守し、個人情報の適切な管理体制

が確立されていること。 

９ 提出期限までに提案書及び添付書類を全て提出するほか、提出後に

おいても、本市が必要に応じて請求する書類を提出できる者であるこ

と。 

10 参加表明書の提出期限までに、出水市物品調達等入札参加資格審査

要綱（平成２０年出水市告示第６９号）第４条の規定に基づき、入札

参加登録者名簿に登録されていること。なお、未登録の者は、令和６



年４月３０日（火）までに登録申請を行うこと。 

11 引き続き２年以上その業務を営んでいること。 

12 国、地方公共団体又はこれらに類する団体が発注した「道の駅」若

しくは官民連携による地域活性化施設又は複合商業施設等に関するＰ

ＰＰ／ＰＦＩアドバイザリー業務等本業務と類似する業務の実績が、

平成２６年度以降において、２件以上あること。 

13 共同企業体（以下「共同体」という。）として参加する場合は、次の

要件を全て満たすものとする。なお、共同体を構成する者は、共同体

を代表してその権限を行う代表者及び構成員（代表者含め３者以内）

とする。 

 ⑴ 共同体の代表企業及び構成企業は、上記１から１１までの要件を

全て満たすこと。ただし、構成企業については、出水市建設工事等

入札参加登録者名簿に登録されていれば上記１０の要件を満たすも

のとする。 

 ⑵ 共同体の代表企業は、上記１２の要件を満たすこと。 

 ⑶ 受注者となった場合には、代表者及び構成員が、本市との契約相

手方となり、提案した計画の実施について連帯して責任を負う。 

 ⑷ 共同体を構成する法人等は、共同体として提案した事業以外に、

それぞれが単独で本事業に申込むことはできない。また、同時に同

じ事業者が複数の共同体の構成員となり申込むこともできない。 

 ⑸ 参加表明書の提出期限（入札参加登録者名簿に未登録の者が代表

者又は構成員に含まれる場合は、上記１０に定める期日）後におけ

る共同体の構成員の変更及び追加は原則として認めない。 

担当部署 

〒８９９－０２９２ 

 鹿児島県出水市緑町１番３号 

 出水市 政策経営部 契約検査課 

 電 話 ０９９６－６３－４０６４ 

 ＦＡＸ ０９９６－６３－２２２３ 

実施要領等の交付期間、

場所及び方法 

１ 交付期間 

公告日から令和６年５月８日（水）午後５時１５分まで 

２ 交付場所及び方法 

  出水市ホームページからダウンロード 

参加表明書、企画提案書

等の提出期限、場所及び

方法 

１ 提出期限 

 ⑴ 参加表明書 

   令和６年５月８日（水）午後５時１５分 

 ⑵ 企画提案書等 

   令和６年５月２３日（木）午後５時１５分 

２ １の⑴及び⑵の提出場所及び方法 

  契約検査課へ持参又は郵送（簡易書留に限る。）。 

  ただし、郵送の場合は提出期限までに契約検査課へ必着のこと。 

その他 

１ 企画提案書等の取扱い 

 ⑴ 提出された参加表明書、企画提案書等は、返却しない。 

 ⑵ 提出された参加表明書、企画提案書等は、審査の目的を達成する

ために必要な範囲内において複製することがある。 

 ⑶ 提出された参加表明書、企画提案書等は、審査の目的を達成する



ために必要な範囲を超えて、無断で使用しない。 

２ 失格 

  参加事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、失格となる。 

 ⑴ 企画提案書等が提出期限までに提出されなかった場合 

 ⑵ 提出された参加表明書、企画提案書等に虚偽の内容が記載されて

いる場合 

 ⑶ 参加資格の要件を満たさなくなった場合 

 ⑷ 審査の公平性を害する行為を行った場合 

 ⑸ 見積金額が事業上限額を超えている場合 

 ⑹ 契約検査課以外に対して質疑等の連絡を行った場合 

 ⑺ 実施要領に違反すると認められる場合 

３ その他 

 ⑴ 本プロポーザルへの参加に要した費用の全ては、参加事業者の負

担とする。 

 ⑵ 提出期限の経過後は、参加表明書、企画提案書等の提出、再提出

及び差替えを認めない。 

 ⑶ 提出された参加表明書、企画提案書等の著作権は、参加事業者に

帰属する。ただし、本市が本プロポーザルの審査その他本業務の実

施のために必要な範囲内で、これらを無償で複製し、使用すること

ができるものとする。 

 ⑷ 参加表明書提出後に本プロポーザルへの参加を辞退する場合は、

辞退届を提出すること。 

 ⑸ 電子メール等の通信事故については、本市はいかなる責任も負わ

ない。 

 


